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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　合成樹脂材料またはエラストマー材料から成る表面層(１)を有し、かつ、表面層(１)上
に凹凸が形成された床材において、
前記表面層(１)の凹凸が、格子状に形成された主排水溝(11)(11)…と、この主排水溝(11)
(11)…によって仕切られた複数の突起集合部(12)(12)…とから構成される一方、
前記突起集合部(12)(12)…については、四つのリブ状突起が四角形を成すように配置され
、かつ、四隅に間隙(Ｓ)(Ｓ)…が設けられた外枠突起(12a)と、この外枠突起(12a)内に、
外枠突起12aと同様にリブ状突起を四方に配置して構成された内枠突起(Ｎ1)(Ｎ2)…とか
ら構成されると共に、複数の内枠突起(Ｎ1)(Ｎ2)…が入れ子状に形成されて、各突起間に
それぞれ副排水溝(12c)が設けられており、
更に前記内枠突起(Ｎ1)(Ｎ2)…については、各リブ状突起が両端から中央にかけて突起幅
が大きくなる中太り形状に形成されて、これらのリブ状突起間の副排水溝(12c)に、局部
的に幅が狭くなる絞り部が設けられていることを特徴とする床材。
【請求項２】
　表面層(１)の主排水溝(11)(11)…の溝幅が、突起集合部(12)内の副排水溝(12c)の溝幅
よりも大きく形成されていることを特徴とする請求項１記載の床材。
【請求項３】
　表面層(１)の各突起集合部(12)(12)…において、外枠突起(12a)と中央突起群(12b)を含
む突起面積の割合が全体の面積に対して３０～７０％であることを特徴とする請求項１ま
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たは２に記載の床材。
【請求項４】
　表面層(１)に形成された主排水溝(11)(11)…および副排水溝(12c)の溝幅が0.1～5.0mm
であることを特徴とする請求項１～３の何れか一つに記載の床材。
【請求項５】
　表面層(１)に形成された主排水溝(11)(11)…および副排水溝(12c)の溝の深さが0.1～1.
0mmであることを特徴とする請求項１～４の何れか一つに記載の床材。
【請求項６】
　表面層(１)の材料に、軟質塩化ビニル樹脂、オレフィン系エラストマー、スチレン系エ
ラストマー、ポリエステル系エラストマー、或いはポリアミド系エラストマー材料が採用
されていることを特徴とする請求項１～５の何れか一つに記載の床材。
【請求項７】
　表面層(１)の裏側に発泡樹脂材料から成るクッション層(２)が形成されていることを特
徴とする請求項１～６の何れか一つに記載の床材。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、床材の改良、詳しくは、浴室等の床に使用した際の防滑性及び水捌けに優れ
ると共に、転倒による怪我の危険や裸足で触れたときの不快な冷感も抑えることができ、
しかも、足の皮膚の硬さに近い感触を有する床材に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　周知のとおり、一般家庭の住宅の浴室や銭湯等の公衆浴場においては、陶磁器製のタイ
ルを敷き詰めて床面の仕上げを行っていることが多い。しかし、このようなタイル貼りの
床は、デザインバリエーションは豊富であるものの、施工時のタイル貼り作業に職人の高
度な技巧が求められるため、施工コストが高い。
【０００３】
　また更に、上記陶磁器製のタイルは表面が硬いため、入浴者が転倒した際に頭や肘、膝
等を強く打って怪我をする危険も大きい。加えて、陶磁器製のタイルは熱伝導率も高いた
め、入浴者がタイル貼りの床上に座ったり、横になったりした際に、冷たいタイルに体温
が奪われて不快な冷たさを感じ易い。
【０００４】
　そこで、従来においては、上記浴室の床面に使用する床材として、表面にタイル状の凸
部が形成されたプラスチック製の床材も開発されている(特許文献１,２参照)。また、こ
れらの床材に関しては、凸部間にタイル目地状に形成された溝部を利用して、床上に掛け
られた水の排出を効率的に行えるようにしている。
【０００５】
　しかしながら、上記文献１に記載された床材においては、凸部上に付着した水滴が周囲
の溝部に流れ落ちずにそのまま凸部上に残留し易いという欠点があるため、床材表面に形
成する凸部の面積を大きくすればする程、凸部上に残留する水滴の量が多くなって床材の
水捌けが悪くなるという問題が生じる。
【０００６】
　一方、上記文献２に記載された床材に関しては、凸部上に付着した水滴が溝部に流れ落
ちるように凸部を湾曲形状としているが、凸部のサイズを同じ曲率で大きくすると、凸部
の厚みが大きくなり過ぎて足や体が触れたときの感触が不快になり易い。また、凸部の曲
率を下げると水滴が溝部に流れ落ちる機能が弱まって水捌けが悪化し易い。
【０００７】
　また他にも、表面に複数のリブ状突起を並べて形成した床材も従来において公知となっ
ているが(特許文献３参照)、この文献３に記載された床材は、横向きのリブ状突起を帯状
に並べただけの形状であるため、床材表面にタイル状の模様を形成できない上に、床材を
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使用する向きも一方向に限定されてしまう。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特許第４１７４７４１号公報
【特許文献２】特開２０１２－１８８９０５号公報
【特許文献３】特開２０１２－１５８９１４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　本発明は、従来技術に上記問題があったことに鑑みて為されたものであり、その目的と
するところは、浴室等の床に使用した際の防滑性および水捌けに優れると共に、転倒によ
る怪我の危険や触れたときの不快な冷感や感触も抑えることができ、更に人の足の裏の硬
さに近く歩き易い上に、表面にタイル状の模様も形成でき、しかも、使用する向きも一方
向に限定されない床材を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明者が上記技術的課題を解決するために採用した手段を、添付図面を参照して説明
すれば、次のとおりである。
【００１１】
　即ち、本発明は、合成樹脂材料又はエラストマー材料から成る表面層１を有し、かつ、
表面層１上に凹凸が形成された床材において、
前記表面層１の凹凸を、格子状に形成された主排水溝11・11…と、この主排水溝11・11…
によって仕切られた複数の突起集合部12・12…とから構成する一方、
前記突起集合部12・12…については、四つのリブ状突起が四角形を成すように配置され、
かつ、四隅に間隙Ｓ・Ｓ…が設けられた外枠突起12aと、この外枠突起12a内に、外枠突起
12aと同様にリブ状突起を四方に配置して構成された内枠突起Ｎ1・Ｎ2…とから構成する
と共に、複数の内枠突起Ｎ1・Ｎ2…を入れ子状に形成して、各突起間にそれぞれ副排水溝
12cを設け、
更に前記内枠突起Ｎ1・Ｎ2…については、各リブ状突起を両端から中央にかけて突起幅が
大きくなる中太り形状に形成して、これらのリブ状突起間の副排水溝12cに、局部的に幅
が狭くなる絞り部を設けて構成したことにより、
斜めに傾けて(水勾配を設けた状態で)設置した上記床材Ｆ表面が濡れたとき、前記突起集
合部12・12…内に付着した水滴Ｗ・Ｗ…が、副排水溝12cを通って主排水溝11・11…に排
出されるようにした点に特徴がある。
【００１４】
　また、本発明においては、各突起集合部12・12…から主排水溝11・11…に大量の水滴が
排出された際でも、主排水溝11に沿って水が流れ落ちるように、表面層１の主排水溝11・
11…の溝幅を、突起集合部12内の副排水溝12cの溝幅よりも大きく形成することができる
。
【００１５】
　そしてまた、本発明では、上記副排水溝12cによる排水効果を高めるために、表面層１
の各突起集合部12・12…において、外枠突起12aと中央突起群12bを含む突起面積の割合を
全体の面積に対して３０～７０％、好ましくは５０％以下とするのが好ましい。また、上
記表面層１に形成した主排水溝11・11…及び副排水溝12cの溝幅についても、水滴の表面
張力を壊して水滴の拡張濡れを促進できるように0.1～5.0mmの範囲で設計するのが好まし
い。また、上記表面層１に形成された主排水溝11・11…及び副排水溝12cの溝の深さにつ
いても、水滴の拡張濡れを促進できるように0.1～1.0mmの範囲で設計するのが好ましい。
【００１６】
　他方また、本発明においては、表面層１のクッション効果及び滑り止め効果を高めるた
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めに、表面層１の材料に、軟質塩化ビニル樹脂、オレフィン系エラストマー、スチレン系
エラストマー、ポリエステル系エラストマー、或いはポリアミド系エラストマー材料を採
用することができる。そして更に、床材のクッション効果を高めるために、上記表面層１
の裏側に発泡樹脂材料から成るクッション層２を形成することもできる。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明では、水勾配床に用いられる床材の表面の凹凸部を、タイル目地状に形成した主
排水溝と、この主排水溝によって区切られた複数の突起集合部とから構成すると共に、突
起集合部を、四隅に間隙を有する外枠突起と、その内側の突起群とから構成したことによ
り、突起集合部に付着した水滴を、突起集合部内の副排水溝によって拡張させて、周囲の
水滴と集合一体化させることで大きな水滴に成長させ易くなる。
【００１８】
　そして更に、上記突起集合部内で成長させた水滴は、外枠突起の下側の間隙から主排水
溝に排出することができるため、突起集合部の面積を大きく設計する場合でも、床材の良
好な水捌けを維持することができる。また、突起集合部内に付着した水滴の量が少ない場
合でも、外枠突起の上側の間隙から突起集合部内に侵入した主排水溝の水によって、突起
集合部内の水滴を集合一体化させることができる。
【００１９】
　また更に、本発明の床材では、表面に突起集合部を設けることによって滑り止め効果を
得られるだけでなく、床材表面にタイル状の模様を形成することもできる。加えて、本発
明においては、床材の表面層を比較的柔軟で熱伝導性の低い合成樹脂材料またはエラスト
マー材料から作製しているため、ユニットバスの床板に貼り付けた際に人の足の裏に似た
硬さになり、転倒時の怪我の危険や触れたときの不快な冷感も軽減することができる。
【００２０】
　しかも、本発明では、上記突起集合部の面積を大きく設計する場合でも、突起の厚みを
大きくする必要がないため、突起集合部によって床面の感触が不快になることもない。そ
してまた、本発明の床材では、突起集合部の外枠突起の四隅に間隙を設けているため、床
材の使用方向が不要に限定されることもない。
【００２１】
　したがって、本発明により、浴室等の床材に使用した際の歩き易さ及び安全性に優れる
上に、床面のデザイン自由度も高く、しかも、従来の床材と比較して水捌け性能の改善も
図れる水勾配床用の床材を提供できることから、本発明の実用的価値は頗る高い。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】本発明の実施例１における床材を表わす全体斜視図及び部分拡大図である。
【図２】本発明の実施例１における床材を表わす端部を拡大した側面図である。
【図３】本発明の実施例１における床材の表面形状を表わす拡大平面図である。
【図４】本発明の実施例１における床材の使用状態を表わす説明図である。
【図５】本発明の実施例１における床材の使用状態を表わす説明図である。
【図６】本発明の実施例２における床材の表面形状を表わす拡大平面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
　『実施例１』
　本発明の実施例１について、図１～図５に基いて説明する。なお同図において、符号１
で指示するものは、床材Ｆの表面層であり、符号２で指示するものは、床材Ｆのクッショ
ン層である。
【００２４】
　[床材の構成について]
　まず本実施例では、軟質塩化ビニル樹脂から成る表面層１の裏側に、発泡樹脂から成る
クッション層２を積層してシート状の床材Ｆを構成している(図１、図２参照)。また、表
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面層１上には、主排水溝11・11…を格子状に形成すると共に、この主排水溝11・11…によ
って仕切られる位置にそれぞれ突起集合部12・12…を設けている。
【００２５】
　また更に、上記表面層１上の突起集合部12については、四つのリブ状突起が四角形を成
すように配置され、かつ、四隅に間隙Ｓ・Ｓ…が設けられた外枠突起12aと、この外枠突
起12a内に形成された中央突起群12bとから構成して、これら外枠突起12aと中央突起群12b
の間、及び中央突起群12bの各突起間にそれぞれ副排水溝12cを設けている(図３参照)。
【００２６】
　なお本実施例では、上記突起集合部12の中央突起群12bを、外枠突起12aと同様にリブ状
突起を四方に配置した複数の内枠突起Ｎ1・Ｎ2…から構成すると共に、これらの内枠突起
Ｎ1・Ｎ2…を外枠突起12a内に入れ子状に形成して、外枠突起12a内に対角線方向の間隙Ｓ
・Ｓを繋ぐ副排水溝12cを形成している。
【００２７】
　また本実施例では、上記突起集合部12の外枠突起12及び内枠突起Ｎ・Ｎ…を構成するリ
ブ状突起の形状を、両端から中央にかけて突起幅が大きくなる中太り形状としている。そ
してこれにより、リブ状突起の所定の側縁部に傾斜を設けると共に、リブ状突起間に形成
された副排水溝12cに、局部的に幅が狭くなる絞り部を設けている。
【００２８】
　また更に、本実施例においては、上記表面層１の主排水溝11・11…を、突起集合部12内
の副排水溝12cよりも溝幅が大きくなるように形成している。ちなみに、本実施例では、
図３に示すように主排水溝11の幅を2mm、突起集合部12の一辺を24mm、副排水溝の幅を1.5
mm(絞り部は1mm)、突起集合部12の各突起の厚みを0.3mmとしている。
【００２９】
　そして上記のように構成したことにより、水勾配を設けて設置した床材Ｆの表面が濡れ
たとき、図４に示すように、突起集合部12・12…内に付着した水滴Ｗ・Ｗ…を、副排水溝
12cにより拡張させて大きな水滴へと成長させ、更に成長した水滴Ｗ・Ｗ…を外枠突起12a
の下側の隙間Ｓから主排水溝11・11…に排出することが可能となる。
【００３０】
　また更に、突起集合部12・12…内に付着した水滴Ｗ・Ｗ…が少ない場合でも、主排水溝
11を流れる大きな水滴Ｗ'の一部を、外枠突起12aの上側の間隙Ｓから突起集合部12内に侵
入させることで、侵入した水滴Ｗに付着している水滴Ｗを吸収させて主排水溝11に再度排
出することができる。
【００３１】
　なお、本実施例においては、突起集合部12の中央突起群12bを、入れ子状の内枠突起Ｎ1

・Ｎ2…から構成して、対角線方向の副排水溝12c・12cを形成したことによって、主排水
溝11から突起集合部12内へ水の侵入ルート、及び突起集合部12内から主排水溝11への水の
排出ルートを確保することができるため、優れた排水効果を得ることができる。
【００３２】
　しかも、本実施例では、外枠突起12a及び内枠突起Ｎ1・Ｎ2…を構成するリブ状突起の
側縁部に傾斜を設けているため、水滴の流れ落ちる方向に対してリブ状突起が垂直に形成
されている部分については、水滴Ｗがこれらのリブ状突起間の副排水溝12cに留まること
なく、リブ状突起の両端側の方向へと流れ落ちる。
【００３３】
　そしてまた、本実施例では、リブ状突起間の副排水溝12cに絞り部を設けているため、
水滴の流れ落ちる方向に対してリブ状突起が平行に形成されている部分については、これ
らの絞り部を通過する際のオリフィス効果によって、水滴Ｗが流れ落ちるスピードを速め
て主排水溝11への水滴Ｗの排出を促進することができる。
【００３４】
　そして更に、本発明においては、主排水溝11・11…の溝幅を、突起集合部12内の副排水
溝12cよりも大きく形成しているため、各突起集合部12・12…から主排水溝11・11…に大
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量の水滴Ｗ・Ｗ…が排出された場合でも、複数の水滴Ｗ・Ｗ…が集合した大型の水滴Ｗ'
の状態で主排水溝11に沿って排水口へと導くことができる。
【００３５】
　また、上記床材Ｆを浴室に使用した場合において、図５(a)(b)に示すように床材Ｆ上を
裸足で歩いたときでも、表面層１の突起集合部12・12…による滑り止め効果によって、入
浴者の転倒も起き難くなる。また、もし入浴者が転倒した場合でも、表面層１及びクッシ
ョン層２によるクッション効果によって、怪我をする危険性を軽減できる。
【００３６】
　[床材の製造方法について]
　次に、上記床材Ｆの製造方法について簡単に説明すると、本実施例では、ロール転写機
を用いて、表面に凹凸を有するロールに溶融状態の軟質塩化ビニル樹脂を付着させた後、
ロール上の軟質塩化ビニル樹脂を発泡樹脂シートに転写して、凹凸を有する表面層１とク
ッション層２とが一体となった床材Ｆを作製している。
【００３７】
　なお、上記床材Ｆの製造方法に関しては、上記ロール転写機を用いた方法を採用するこ
とで製造効率を高めることができるが、上記方法以外にも、熱プレス機を用いて表面層１
とクッション層２を一体化する方法や、表面層１とクッション層２の一方に接着剤を塗布
して両者を貼り合わせる方法を採用することもできる。
【００３８】
　『実施例２』
　本発明の実施例２について、図６に基いて説明する。この実施例２では、表面層１の突
起集合部12の外枠突起12a及び中央突起群12bを、幅の小さいリブ状突起(幅:0.5mm)から構
成している。これにより、突起集合部12内に副排水溝12cを多数設けて水滴の拡張ぬれを
起こし易くすることができる。
【００３９】
　本発明は、概ね上記のように構成されるが、実施例に限定されるものではなく、「特許
請求の範囲」の記載内において種々の変更が可能であって、例えば、上記表面層１の材料
については、クッション効果及び滑り止め効果を高めるために、軟質塩化ビニル樹脂以外
のオレフィン系エラストマーやスチレン系エラストマー、ポリエステル系エラストマー、
ポリアミド系エラストマー材料等を採用することもできる。
【００４０】
　また、上記表面層１に形成する各突起集合部12・12…においては、副排水溝12cによる
排水効果が得られるように、外枠突起12aと中央突起群12bを含む突起面積の割合を全体の
面積に対して３０～７０％、好ましくは５０％以下とするのが好ましい。また、上記表面
層１に形成した主排水溝11・11…および副排水溝12c・12c…の溝幅についても、水滴の拡
張が起こり易くなるように0.1～5.0mmの範囲で設計するのが好ましい。
【００４１】
　また、上記表面層１に形成された主排水溝11・11…および副排水溝12c・12c…の溝の深
さについても、水滴の拡張濡れを促進できるように0.1～1.0mmの範囲で設計するのが好ま
しい。また、上記突起集合部12のリブ状突起に中太り形状を採用する場合には、外枠突起
12または内枠突起Ｎ・Ｎ…の何れか一方のみを中太り形状とすることもできる。
【００４２】
　そしてまた、上記突起集合部12の中央突起群12bに関しては、必ずしもリブ状突起から
構成する必要はなく、例えば、円柱状の突起や表面が湾曲した突起、或いは形状が異なる
突起を組み合わせた突起群から構成することもできる。また更に、クッション層２につい
ても、必須ではなく比較的硬質なボード上に表面層１を形成することもできる。
【００４３】
　他方また、上記床材Ｆの用途に関しても、住宅の浴室や公衆浴場の床材として使用する
以外にも、例えば、床面に水勾配が設けられる食品工場やレストラン等の大型厨房、ガレ
ージ、玄関、土間、バルコニー等の床材としても使用することができ、上記何れのものも
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本発明の技術的範囲に属する。
【産業上の利用可能性】
【００４４】
　近年、公衆浴場や介護施設等の浴場において、子どもや高齢者が転倒しても怪我をし難
いプラスチック製またはゴム製の床材が求められている。そのような中で、本発明の床材
は、安全性や意匠性に優れるだけでなく、水捌け性能の改善も図れる有用な技術であるた
め、その産業上の利用価値は非常に高い。
【符号の説明】
【００４５】
　１　表面層
　　11　主排水溝
　　12　突起集合部
　　　12a　外枠突起
　　　12b　中央突起群
　　　12c　副排水溝
　２　クッション層
　Ｆ　床材
　Ｓ　間隙
　Ｎ　内枠突起
　Ｗ　水滴

【図１】

【図２】

【図３】
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